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退
職
者
は
所
得
審
査
が
不
要
で
す

（
申
請
免
除
に
は
、
退
職
（
失
業
）
の

特
例
が
あ
り
ま
す
。）

　

申
請
免
除
で
は
、
ご
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
の
方
の
前
年
の
所
得
を
審
査
し

ま
す
が
、
申
請
す
る
年
度
ま
た
は
前
年

度
に
退
職
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
雇
用

保
険
の
受
給
資
格
者
証
や
離
職
票
な
ど

の
公
的
機
関
の
証
明
を
添
付
す
れ
ば
、

所
得
審
査
が
不
要
と
な
り
、
前
年
ま
で

給
与
所
得
が
あ
っ
て
も
保
険
料
の
免
除

が
承
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
相
談
下
さ
い
。

　

申
請
の
窓
口
は
、
役
場
保
健
福
祉
課

戸
籍
年
金
係
で
す
（
原
則
と
し
て
、
毎

年
度
手
続
き
が
必
要
で
す
）。

ねんきんQ＆A
Q：夫婦・子どもとも働いており、世帯主の
　　夫が失業したので、免除の申請をしたい
　　のですが。
A：所得の審査は、本人・配偶者・世帯主と
　　なっていますので、奥様の所得のみ確認
　　させていただき、基準内であれば免除が
　　可能となります。お子様に関しては、世
　　帯主でなければ基準以上の所得があって
　　も関係ありません。

保
険
料
を
免
除
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す

保
険
料
納
付
を
免
除

　

国
民
年
金
は
、　

歳
以
上　

歳
未
満

２０

６０

の
す
べ
て
の
方
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。

保
険
料
の
納
付
を
続
け
る
こ
と
で
、
年

を
と
っ
た
と
き
の
老
齢
基
礎
年
金
や
、

万
が
一
の
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
、
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

も
し
も
病
気
や
失
業
な
ど
の
経
済
的

な
理
由
な
ど
で
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
納
付
が
免
除
と
な
る
保
険
料
免

除
制
度
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
免
除
は
、
前
年
の
所
得
に
応
じ

て
保
険
料
の
全
額
も
し
く
は
一
部
の
納

付
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
す
。
審
査
の

際
に
は
、
ご
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主

の
各
々
の
所
得
を
確
認
し
ま
す
。
免
除

の
種
類
に
は
４
段
階
あ
り
、
下
表
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
の
で
、
未
納
と
の
違

い
を
ご
確
認
下
さ
い
。

保健福祉課戸籍年金係

�５２‐２１４４

ねんきん
ワンポイント

未納　0円全額免除
0円

３/４免除
3,470円※

半額免除
6,930円※

１/４免除
10,400円※種類と納付額

算入されません。算入されます。国民年金の受給資格期間

年金額に
老齢基礎年金を受けるとき 反映されません。２/６が反映

されます。
３/６が反映
されます。

４/６が反映
されます。

５/６が反映
されます。

納入したことには
なりません。

4ヶ月納入6ヶ月納入8ヶ月納入10 ヶ月納入１年間（12ヶ月）免除を
　　受けると したことと同じになります。

受給できなくなる
ことがあります。保険料納付期間と同じ扱いです。障害・遺族基礎年金を

　　受けるとき

2年以内であれば
可能です。１０年以内であれば可能です。追　納　期　間

※　指定金額を納入した場合に限ります。納入しなければ「未納」と同様の取扱になります。

わたしのまち
(平成１８年５月末日現在）

人　口　２，９８１人（７）
　男　　1，5２０人（５）
　女　　1，４６１人（２）
世帯数　１，４５９戸（０）
（　）内は前月比

★お誕生おめでとう

生まれた日氏　　名住 所

平成１８年４月１６日山下　 胡  春 
こ はる

落　合

平成１８年５月１日澤井　 晴  大 
せい た

幾　寅

平成１８年５月１０日箱崎　 乃 
の

 亜 
あ

落　合

平成１８年５月１５日蛯名　 和  樹 
かず き

北落合

★お悔やみ申し上げます

年齢亡くなった日氏　　名住 所

８３平成１８年４月２８日児島　一夫幾　寅

８１平成１８年５月６日渡　十三郎幾　寅

８８平成１８年５月８日佐藤ミヨ子金　山

７６平成１８年５月１９日吉川美代子幾　寅

８７平成１８年５月２２日寺島キミ子幾　寅


